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　 秋 田 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 二 十 六 号

　　　 秋 田 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 秋 田 県 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 八 条 第 一 項 の 表 中 「 第 二 十 条 の 九 の 三 第 三 項 」 を 「 第 二 十 条 の 九 の 三 第 四 項 」 に 改 め る 。

　 第 二 十 一 条 第 二 項 第 三 号 中 「 第 五 十 三 条 第 四 十 七 項 及 び 第 四 十 八 項 」 を 「 第 五 十 三 条 第 四 十 六 項 及 び 第 四 十 七 項 」 に

改 め る 。

　 第 二 十 五 条 第 一 項 の 表 中 「 第 七 十 二 条 の 四 十 九 第 三 項 」 を 「 第 七 十 二 条 の 四 十 八 の 二 第 三 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 第

五 号 中 「 第 七 十 二 条 の 四 十 九 第 二 項 及 び 第 五 項 」 を 「 第 七 十 二 条 の 四 十 八 の 二 第 二 項 及 び 第 六 項 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号

中 「 第 七 十 二 条 の 四 十 九 第 十 一 項 」 を 「 第 七 十 二 条 の 四 十 八 の 二 第 十 二 項 」 に 改 め る 。

　 第 四 十 六 条 の 七 中 「 生 活 交 通 路 線 維 持 費 補 助 金 又 は 生 活 バ ス 路 線 維 持 費 等 補 助 金 」 を 「 県 が 地 域 住 民 の 生 活 に 密 接 に

関 連 し 日 常 生 活 に 必 要 不 可 欠 な バ ス 路 線 の 運 行 を 確 保 す る た め 一 般 乗 合 用 バ ス の 事 業 者 又 は 市 町 村 に 対 し て 交 付 す る 補

助 金 」 に 改 め る 。

　 第 四 十 六 条 の 八 の 二 中 「 マ イ タ ウ ン ・ バ ス 運 行 費 等 補 助 金 」 を 「 県 が マ イ タ ウ ン ・ バ ス 路 線 （ 市 町 村 が 道 路 運 送 法 施

行 規 則 （ 昭 和 二 十 六 年 運 輸 省 令 第 七 十 五 号 ） 第 九 条 の 二 に 規 定 す る 地 域 公 共 交 通 会 議 の 承 認 を 得 て 、 自 ら 又 は 委 託 に よ

り 停 留 所 を 定 め て 有 償 で 運 行 す る 路 線 を い う 。 ） の 運 営 を 行 う 市 町 村 に 対 し て 交 付 す る 補 助 金 」 に 改 め る 。

　 附 則 第 三 項 中 「 生 活 交 通 路 線 維 持 費 補 助 金 」 を 「 県 が 地 域 住 民 の 生 活 に 密 接 に 関 連 し 日 常 生 活 に 必 要 不 可 欠 な バ ス 路

線 の 運 行 を 確 保 す る た め 一 般 乗 合 用 バ ス の 事 業 者 に 対 し て 交 付 す る 補 助 金 」 に 改 め る 。

　 附 則 第 四 項 第 一 号 ㈠ 中 「 警 戒 区 域 設 定 指 示 が 行 わ れ た 」 を 「 自 動 車 持 出 困 難 区 域 を 指 定 す る 旨 の 公 示 が あ つ た 」 に 改

め 、 同 号 ㈢ 中 「 同 条 第 二 項 」 の 下 に 「 （ 地 方 税 法 及 び 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十

四 年 法 律 第　　 号 。 以 下 「 平 成 二 十 四 年 改 正 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場

合 を 含 む 。 以 下 ㈢ に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 「 同 項 に 規 定 す る 代 替 自 動 車 又 は 」 を 「 法 附 則 第 五 十 二 条 第 二 項 に 規 定

す る 代 替 自 動 車 若 し く は 」 に 改 め 、 「 他 の 自 動 車 」 の 下 に 「 又 は 平 成 二 十 四 年 改 正 法 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方

税 法 （ 以 下 「 旧 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 五 十 二 条 第 二 項 （ 東 日 本 大 震 災 に お け る 原 子 力 発 電 所 の 事 故 に よ る 災 害 に 対 処 す

る た め の 地 方 税 法 及 び 東 日 本 大 震 災 に 対 処 す る た め の 特 別 の 財 政 援 助 及 び 助 成 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平

成 二 十 三 年 法 律 第 九 十 六 号 。 以 下 「 地 方 税 法 等 改 正 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 二 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場 合

又 は 平 成 二 十 四 年 改 正 法 附 則 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 場 合 を 含 む 。 以 下 ㈢ に お い て

同 じ 。 ） の 規 定 の 適 用 を 受 け た 旧 法 附 則 第 五 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 代 替 自 動 車 若 し く は 秋 田 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 秋 田 県 条 例 第 十 号 ） に よ る 改 正 前 の 秋 田 県 県 税 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 二 十 九

条 の 二 第 一 項 （ 秋 田 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 秋 田 県 条 例 第 四 十 六 号 。 以 下 「 平 成 二 十 三 年 改 正

条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場 合 又 は 平 成 二 十 四 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 に よ

り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 場 合 を 含 む 。 以 下 ㈢ に お い て 同 じ 。 ） の 規 定 の 適 用 を 受 け た 旧 条 例 附 則 第 二 十 九 条

の 二 第 一 項 に 規 定 す る 他 の 自 動 車 」 を 加 え 、 同 号 ㈣ 中 「 警 戒 区 域 設 定 指 示 が 行 わ れ た 」 を 「 自 動 車 持 出 困 難 区 域 を 指 定

す る 旨 の 公 示 が あ つ た 」 に 改 め 、 同 号 ㈤ 中 「 警 戒 区 域 設 定 指 示 が 解 除 さ れ た 」 を 「 自 動 車 持 出 困 難 区 域 の 指 定 を 解 除 す

る 旨 の 公 示 が あ つ た 」 に 改 め る 。

　 附 則 第 六 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 （ 免 税 軽 油 使 用 者 証 の 有 効 期 間 の 特 例 ）

６　 法 附 則 第 十 二 条 の 二 の 七 第 一 項 各 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 免 税 軽 油 使 用 者 証 の 交 付 に 当 た つ て は 、 第 四 十 四 条 の 七 第
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一 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 有 効 期 間 の 末 日 は 、 平 成 二 十 七 年 三 月 三 十 一 日 を 超 え て は な ら な い 。

　 附 則 第 七 項 第 一 号 ㈠ 中 「 警 戒 区 域 設 定 指 示 が 行 わ れ た 」 を 「 自 動 車 持 出 困 難 区 域 を 指 定 す る 旨 の 公 示 が あ つ た 」 に 改

め 、 同 号 ㈢ 中 「 東 日 本 大 震 災 に お け る 原 子 力 発 電 所 の 事 故 に よ る 災 害 に 対 処 す る た め の 地 方 税 法 及 び 東 日 本 大 震 災 に 対

処 す る た め の 特 別 の 財 政 援 助 及 び 助 成 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 九 十 六 号 ） 附 則 第 二

条 」 を 「 平 成 二 十 四 年 改 正 法 附 則 第 十 五 条 第 二 項 」 に 、 「 同 項 に 規 定 す る 代 替 自 動 車 又 は 」 を 「 法 附 則 第 五 十 二 条 第 二

項 に 規 定 す る 代 替 自 動 車 若 し く は 」 に 改 め 、 「 （ 秋 田 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 秋 田 県 条 例 第 四

十 六 号 ） 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 以 下 ㈢ に お い て 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 「 同 条 第 一

項 」 を 「 同 項 」 に 改 め 、 「 他 の 自 動 車 」 の 下 に 「 又 は 旧 法 附 則 第 五 十 二 条 第 二 項 （ 地 方 税 法 等 改 正 法 附 則 第 二 条 の 規 定

に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場 合 又 は 平 成 二 十 四 年 改 正 法 附 則 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ

れ る 場 合 を 含 む 。 以 下 ㈢ に お い て 同 じ 。 ） の 規 定 の 適 用 を 受 け た 同 項 に 規 定 す る 代 替 自 動 車 若 し く は 旧 条 例 附 則 第 二 十

九 条 の 二 第 一 項 （ 平 成 二 十 三 年 改 正 条 例 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場 合 又 は 平 成 二 十 四 年 改 正 条 例

附 則 第 七 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 場 合 を 含 む 。 以 下 ㈢ に お い て 同 じ 。 ） の 規 定 の 適 用 を 受 け た

同 項 に 規 定 す る 他 の 自 動 車 」 を 加 え 、 同 号 ㈣ 中 「 警 戒 区 域 設 定 指 示 が 行 わ れ た 」 を 「 自 動 車 持 出 困 難 区 域 を 指 定 す る 旨

の 公 示 が あ つ た 」 に 改 め 、 同 号 ㈤ 中 「 警 戒 区 域 設 定 指 示 が 解 除 さ れ た 」 を 「 自 動 車 持 出 困 難 区 域 の 指 定 を 解 除 す る 旨 の

公 示 が あ つ た 」 に 改 め る 。

　 様 式 第 六 号 の 三 中 「第20条の９の３第３項 」 を 「第20条の９の３第４項 」 に 改 め る 。

　 様 式 第 百 六 十 号 の 四 中 「第72条の49第３項 」 を 「第72条の48の２第３項 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 秋 田 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 二 十 七 号

　　　 秋 田 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則

　 秋 田 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 秋 田 県 条 例 第 十 号 ） の 施 行 期 日 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 と す

る 。
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